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（しだ・ゆういちろう）1967（昭和42）年新宿区生まれ。現在7期目。

区政相談受付中!
TEL・FAX 03-3355-0546
yuichiro.shida@gmail.com 志田雄一郎

ご意見・ご要望は…

新宿区議会議員

環境建設委員会、本庁舎対策等特別委員会に所属。

◎ 令和5年 第3回新宿区議会 定例会での一般質問（志田雄一郎）
◎ 新規事業
◎ 相続登記申請の義務化

【エネルギー価格高騰緊急対策支援】【繁華街の ねずみ対策を強化】

～更生保護について～

（質問１）２３区では策定中を含め１１区で独自の計画を策定していますが、本区の現状をお聞かせ下さい。
（質問２）東京都の推進計画の中には、前述のように区にも大きな関係があるが どのように取り組んでいますか?

（質問３）更生保護活動の重要な担い手である保護司会への支援を担当している経緯から、子ども家庭部が再犯
 防止の窓口となっています。他自治体では庁内のほか、資源の発掘・創造の陣頭指揮をとる所管を新たに設置 
 しています。再犯防止に向けた本区の窓口となる所管についてお考えをお聞かせ下さい。

→区の再犯防止推進計画は、就労・住居の確保や保健医療・福祉サービスの利用の促進、非行の防止・修学
支援等、多方面にわたる課題があるため、国や都の計画内容や他区の取り組み状況を踏まえ、課題を整理し
ていきます。

（令和6年4月1日～）
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～歌舞伎町クリーン大作戦～

～エネルギー価格高騰緊急対策支援～

繁華街におけるまち美化（ねずみ）対策の強化

～相続登記の申請が義務化されます～
 令和6年4月1日から相続等により不動産の取得を知ってから、3年以内に登記を申請しなければならなく
なります。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が科される場合があります。

問合せ  司法書士会 相続登記相談センター
☎0120（13）7832


